
 

 

【接種期間：令和７年１０月１日～令和８年２月２８日】 
 

１０月１日から季節性インフルエンザ予防接種が始まっています。予防接種を受けることで季節性イ

ンフルエンザにかかりにくくなり、かかった場合でも重症化を防ぐことができます。 

大潟村では、接種を希望される方の費用負担を軽減するため、対象の方に助成を行います。 

※コロナウイルスワクチンとインフルエンザ予防接種は接種期間を空けずとも接種可能です。 
 

【助成内容】 

対 象 者 回 数 助成額 

１．生後６カ月児～ 

中学３年生 

１３歳未満：２回 

１３歳以上：１回 
１回につき ２，５００円 

２．６５歳以上の方 １回 １回    １，５００円 

３．障がいのある方 
１３歳未満：２回 

１３歳以上：１回 
全 額 

４．高校生又は妊婦の方 １回 １回    １，５００円 

５．大潟村に住所を有する 

１９～６４歳の方で 

村診療所で接種する方 

１回 

１回    １，５００円 

※村診療所で接種する場合のみ助成 

（自己負担：１，０００円） 
 

＊医療機関に予約のうえ接種して下さい。 
 

＊接種料金は、医療機関によって異なります。接種前に医療機関に確認して下さい（補助額を

上回る場合は自己負担となります）。 

なお、村診療所の接種料金は２，５００円です（診療所 ℡４５－２３３３）。 
 

＊こども園年少児から中学生までは、１１月から集団接種を開始します。なるべく集団接種で

受けてくださるようお願いいたします。 
 

＊接種を受ける際は、「マスクの着用」など感染症対策にご協力お願いいたします。 

大潟村保健センター ＴＥＬ. ４５−２６１３ ＦＡＸ. ２７−８４２０ 

裏面もご覧ください。 

。 

令和７年１０月１７日 

 令和７年度 
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